
（歳入） 引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） 174,900 千円

（歳出） 社会保障経費その他社会保障施策に要する経費 2,613,478 千円

（社会保障経費その他社会保障施策に要する経費内訳）

地方消費税交付金
（社会保障財源化分）

千円 千円 千円

障害者福祉事業 662,391 176,736 22,050

高齢者福祉事業 155,332 119,359 14,892

児童・母子福祉事業 552,207 137,991 17,216

その他事業 33,985 29,780 3,715

小 計 1,403,915 463,866 57,873

介護保険事業 357,255 327,988 40,920

国民健康保険事業 203,959 92,262 11,511

国民年金事業 120

小 計 561,334 420,250 52,431

医療対策事業 571,919 450,158 56,163

疾病予防対策事業 55,310 52,144 6,505

健康増進対策事業 21,000 15,451 1,928

小 計 648,229 517,753 64,596

2,613,478 1,401,869 174,900

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

　平成26年4月1日より消費税（国・地方）が5％から8％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増
収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　また、平成31年10月1日より10％に引き上げられることが予定されており、更なる増収が見込まれています。
　余市町の平成31年度一般会計予算における社会保障施策関連経費への充当状況については、次のとおり
となります。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費について

一 般 財 源

保健衛生

合 計

社会福祉

社会保険

社会福祉

事 業 名 経 費


